
 

 

平成 17 年 5 月 13 日 

 

                           株式会社 北陸銀行 

 

 

リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況について 

 

 

  北陸銀行（頭取 髙木繁雄）では、「『リレーションシップバンキングの機能強化計画』の

進捗状況表」をとりまとめ、北陸財務局あて報告をいたしましたので、その概要についてお

知らせいたします。 

  当行では、平成 17 年 3 月末までの 2年間にわたり、「リレーションシップバンキングの機

能強化計画」に掲げた施策の実行を通じて、地域金融機関の果たすべき役割・機能を高める

と同時に、収益性と健全性の向上に取り組んでまいりました。 

  施策の詳細およびその達成状況につきましては、下記添付資料のとおりですのでご参照願

います。 

 

記 

 
１．全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 
２．機能強化計画の進捗状況（要約） 
３．経営改善支援に関する体制整備と取り組みの状況 
４．経営改善支援の取り組み状況 
① 15 年 4 月 ～ 17 年 3 月 

② 16 年 4 月 ～  17 年 3 月 

③ 16 年 10 月  ～ 17 年 3 月 

以 上 
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全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 

 
１．全体的な進捗状況 

 
当行は、「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に基づき、地域を代表する総合金融

機関として、中小企業取引の強化、とりわけ新規創業支援、円滑な資金供給そしてコンサルティ

ング機能の提供および早期事業再生支援など付加価値の高い総合金融サービスの提供に努めると

同時に、当行自身の健全性確保と収益性向上を目指してまいりました。 
中小企業金融の再生に向けた取り組みに関しましては、公的機関や大学、政府系金融機関等と

の連携強化による新事業支援や事業再生支援の取り組みを強化したほか、新型貸出商品の開発・

発売や、お取引先との接点拡大による情報収集・提案件数の増加を図り、経営相談・支援機能の

向上に努め、大きな成果を上げております。 
健全性の確保、収益性の向上等に向けた取り組みに関しましては、融資支援システムの稼動に

より、審査機能や信用リスク管理の高度化・効率化の実現を図るとともに、適切な自己査定、償

却・引当、および信用格付に見合った貸出金利の適正化を実施するなど、策定した計画は概ね達

成しております。 

 
２．計画の達成状況 

（１）創業・新事業支援機能等の強化 

・ほくぎん産業クラスターサポートローンの発売 

・日本政策投資銀行と連携しＳＰＣ（特定目的会社）を活用した地元企業の社債発行支援 

・金沢大学ＴＬＯによるプレゼンテーション実施協力 

・富山大学との「包括的連携協力に関する覚書」締結による産学連携強化 

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

・顧客・僚店貢献運動を強化し情報収集・提供力を高めた結果、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ実績 約 25 千件 

・北海道銀行との経営統合を機に「ほくほくＦＧビジネスフォーラム」を富山市で開催すると

ともに、北海道銀行主催のビジネスフォーラムへも当行取引先と共に参加し、商談成立 

・継続的な取引先一斉訪問運動や経営相談会の開催により、顧客接点を大幅に拡大 

・取引先向け海外セミナーの開催のほか、中国関連研修派遣等により中国関連ビジネス要員を

養成 

・取引先の中国ビジネス展開支援および情報提供を目的として平成 15 年 3 月に設立した「ほく

ぎん長城会」の会員数も、当初の 140 先あまりから 471 先へ大きく拡大 

（３）早期事業再生に向けた積極的取組み 

・事業分割による支援 3 先、企業合併による支援 1 先 

・デッド・エクイティ・スワップ導入先 1 先 

・ＤＩＰファイナンス実績 2 件 

・中小企業再生支援協議会へ再生支援先の新規紹介斡旋 25 件 
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（４）新しい中小企業金融への取組みの強化 

・中部ＣＬＯ、政令指定都市ＣＬＯ実績   32 件/11.8 億円 

・財務制限条項付貸出商品 17/3 実績   181 件/82.5 億円 

（５）顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 

・行員必携のコンプライアンス・マニュアルを一部改定し、トラブル未然防止のための基本動

作および説明責任の重要性を周知徹底 

・行内報で犯罪をめぐるトラブル防止の良好事例・防犯策を紹介するとともに、地域に向けた

防犯セミナーを開催 

・振り込め詐欺や架空請求等の被害を、113 件 1.2 億円防止 

・地域金融円滑化会議への出席 

（６）資産査定、信用リスク管理の強化 

・融資支援システム稼動により債務者の状況変化に応じたタイムリーな格付の見直しと査定・

監査における実態把握強化による格付精度向上を実現 

・不動産鑑定評価チェックシートを制定し、営業店・本部による本格的な検証作業実施 

・担保不動産運用マニュアル改定、自行評価物件の担保評価を厳格化 

（７）収益管理態勢の整備と収益力の向上 

・新格付制度の導入に伴い、貸出金利ガイドラインを改定 

・与信集中リスク管理強化のため貸出金利ガイドラインに資本コスト概念を導入 

（８）地域貢献に関する情報開示 

・地銀協が策定した地域貢献に関する情報開示項目(案)の 23 項目を基本にミニディスクロージ

ャー誌約 35 千部を発刊し、地域貢献に関する情報開示を実施し、ホームページ上でも公開 

 

３．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 

リレーションシップバンキングの機能強化計画は、上記のとおり各施策の実行・定着により

着実に実績や成果となって現れております。 

早期事業再生支援の取り組みについては、即効的に成果を上げることは難しいものの、個別 

取引先担当の実働部隊である企業支援タスクフォースの増強とノウハウ蓄積・共有により、具

体的な再生支援策を地道に実践し、個別先毎の再生に努めているところであります。 

 新しい中小企業金融の取り組みについても、新商品や新たなスキームによる貸出実績が着実

に伸びており、今後ビジネスマッチングの取り組み強化を図る中で、新たな資金需要の創出・

吸収に努めるなどにより、一層の推進を図ってまいります。 

  今後の課題としては、中小企業の事業支援や地域経済の活性化を担う地域金融機関として果

たすべき役割・機能のさらなる高度化・多様化に対し、専門知識を有する実践的・即戦力とな

る人材の確保・養成や、外部との連携をさらに強化する必要があると考えております。 

   また、本計画に基づいて整備してきた体制を有効に活用し、リレーションシップバンキング

機能を十分に発揮できるよう、引き続きその強化に努めてまいります。 



機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］ （別紙様式３）

１．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況
Ⅰ-1 創業・新事業支援機能等の強化　･･････････････････････････　産学官連携や政府系金融機関との情報交換・ﾉｳﾊｳ吸収に努めた。
Ⅰ-2 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化　･･･････････　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞや経営相談会等の活動を積極的に展開し、地域顧客の貢献に注力した。
Ⅰ-3 早期事業再生に向けた積極的取組み　･･･････････････････････DIPﾌｧｲﾅﾝｽやDES案件も実行したほか、中小企業再生支援協議会の利用促進に努めた。
Ⅰ-4 新しい中小企業金融への取組みの強化　････････････････････　財務制限条項付貸出商品やｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ商品を開発・発売した他、地域CLOにも取り組んだ。
Ⅰ-5 顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化　･･････　行職員のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識醸成のためのﾏﾆｭｱﾙ輪読、ﾁｪｯｸｼｰﾄによる自己点検、研修・検定試験を通じた徹底を強化。
Ⅱ-1 資産査定、信用リスク管理の強化　･･････････････････････････　融資支援ｼｽﾃﾑ構築・運用開始により新格付制度へ移行済。（自己査定との一体化実現）
Ⅱ-2 収益管理態勢の整備と収益力の向上　･･･････････････････････　融資支援ｼｽﾃﾑ稼動により詳細な信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀの蓄積が可能となった。またﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞﾛｼﾞｯｸを見直し資本ｺｽﾄ配賦を実施。
Ⅱ-4 地域貢献に関する情報開示　･･･････････････････････････････　ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の情報開示項目、ﾍﾟｰｼﾞ数を増加し内容充実を図った。

２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況
・富山大学との「包括的連携協力に関する覚書」締結による産学連携強化。
・事業分割による支援1件、DESの実施1件
・中小企業再生協議会への紹介・斡旋11先
・財務支援条項付貸出2商品　17/3末実績　181件/82.5億円
・政令指定都市CLO融資　13件/4.8億円実行
・融資支援ｼｽﾃﾑ稼動による、随時格付・自己査定の一体化で融資運営の効率化・審査業務の高度化・ﾘｽｸ感応度向上・信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀ蓄積の態勢を確立。
　
３．計画の達成状況
・上記の通り、当初計画は概ね実施・達成済。

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題
・創業・新事業支援機能については、連携を通じた情報・ﾉｳﾊｳの取得の機会は増加したが、当行の与信・取引方針に必ずしもﾏｯﾁﾝｸﾞするとは限らず、実際の案件組成に至るﾌﾟﾛｾｽ強化が課題。
・経営相談・支援機能については、取引先訪問件数増加運動と顧客僚店貢献運動を重点的に展開し、相当の成果を上げた。
・早期事業再生については、企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽﾒﾝﾊﾞｰの出向等による経営改善支援等、個社別に地道な取り組みを展開中。地域金融機関として案件毎に慎重に見極める必要あり、
　時間を要するｹｰｽも多い。
・新しい中小企業金融については、新商品の発売・推進で一定の成果を得たが、一部商品でよりﾆｰｽﾞに見合う内容に改定検討中。
・融資支援ｼｽﾃﾑ稼動により、信用ﾘｽｸ管理や格付制度、資産査定の業務効率化･高度化が実現。

５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の
強化

①融資第一部での一部業
種別審査態勢の導入
②与信判断の効率化を図
り、中小企業向け貸出の
増強を図る

・融資第一部での一部業
種別審査態勢の導入

・ｼｽﾃﾑの高度化による融
資審査の効率化と中小企
業向け貸出の増強

・小口先へのｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙによる信用格付
制度を導入。
・再生支援機動チームを設置し、温泉旅館業
等の審査等を集約。
・業種別専担者,大口与信専担者を配置。
・若手行員向け融資関連研修の実施。

・融資支援システムの稼動、キャッシュフロー
の重視。
・若手行員向け融資判断力養成研修実施。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価で
きる人材の育成を目的とした研修の実施

①地銀協「企業価値研究
講座」への行員派遣
②地銀協通信講座「創業･
新規事業(目利き）ｺｰｽ」の
受講

･地銀協「企業価値研究講
座」への行員派遣
・上記講座受講者による
行内研修の実施

・左記の研修開催の他、
地区開催の地銀協研修等
への参加

・地銀協休日ｾﾐﾅｰ5名受講
・地銀協「企業価値研究講座」4名派遣。派遣
者を講師として行内研修実施、203名受講。
・地銀協通信講座239名受講

・国民金融公庫の講師を招き創業支援の構
内研修を実施。
・地銀協「企業価値研究講座」1名派遣。派遣
者を講師として行内研修実施、20名受講。

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

3 （北陸銀行）



具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（３）産学官とのﾈｯﾄﾜｰｸの構築・活用や日本
政策投資銀行との連携。「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ
会議」への参画

①産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融
会議の運営によりﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄの進捗状況や参加企業
の動向把握
②日本政策投資銀行との
定例情報交換会の実施検
討

・北陸地区産業ｸﾗｽﾀｰｻ
ﾎﾟｰﾄ金融会議の開催
・同地区分科会(県別）の
開催

・同左 ・北陸地区産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議を計4
回開催。
・ほくぎんクラスターサポートローン発売。
・金沢大学TLOによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実施協力
(計3回開催）
・北陸ものづくり創生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関連先に対す
る支援実施

・北陸地区産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議開催。
・金沢大学TLOによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実施協力
・富山大学と包括的連携協力に関する覚書
締結し、産学連携強化。

（４）ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業向け業務に係る、日本政策
投資銀行、中小企業金融公庫、商工組合中
央金庫等との情報共有、協調投融資等連携
強化

①日本政策投資銀行等の
ﾍﾞﾝﾁｬｰ･新事業に対する
審査ﾉｳﾊｳの活用
②行政や大学などの研究
機関の技術評価機関との
相談窓口の確保
③各県のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事
業・産業ｸﾗｽﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ情
報の活用

・政府系金融機関との定
期会合開催につき協議
・本部の情報受発信･仲介
機能態勢整備
・外部研究機関との相談
窓口の設置

･企業相談会の実施（中小
企業支援ｾﾝﾀｰとﾀｲｱｯﾌﾟ）

・日本政策投資銀行と「富山地区金融協議
会」開催。
・日本政策投資銀行と協調した私募債証券
化ｽｷｰﾑ実施。
・中小企業金融公庫との業務提携
・商工組合中央金庫との業務提携
・中部CLO募集
・日本政策投資銀行との業務協力協定に基
づく関連会社北銀ﾘｰｽへの融資・連携を通じ
た地域企業のﾘｰｽ案件への積極的関与。

・各種公的助成制度、新技術活用法等、創
業・新事業にかかる情報を行内LANで営業店
配信したり、行内研修で紹介。

（５）中小企業支援ｾﾝﾀｰの活用 ①経営相談会の開催場所
の拡大を検討する
②休日の相談会実施を検
討する
③営業店を通じて中小企
業支援ｾﾝﾀｰの各種機能
を紹介する

･開催地区の拡大や休日
開催について中小企業支
援ｾﾝﾀｰ・商工会と調整
・半期10ヵ所での相談会
実施+随時事業性貸出相
談会実施

･半期10ヵ所での相談会実
施+随時事業性貸出相談
会実施

・各種経営相談会123ヵ所で実施。570先の利
用。（中小企業支援ｾﾝﾀｰや商工会、北陸税
理士会等と連携）
・北陸3県の商工業者を対象に一斉訪問・相
談を実施、訪問先数約16千先/相談（来店）
先数約1千先。

・各種経営相談会を29ヵ所で実施。95先利
用。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ情報を提供す
る仕組みの整備

①｢顧客僚店貢献運動」
を、経営情報･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁ
ﾝｸﾞの観点からさらに積極
的に取り組む
②営業斡旋・不動産情報
ｼｽﾃﾑの一層の活用
③北海道銀行との営業情
報の交換、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ
機会の拡大

・｢顧客僚店貢献運動」の
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報提供へ
の仕組み整備
・経営・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報
提供への取組み強化

･経営・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報
提供への取組強化

・CNS情報ｻｲﾄによる他行とのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ
対応の体制整備。
・中国関連ﾋﾞｼﾞﾈｽの支援・情報提供組織「ほ
くりく長城会」の会員拡大、会員向けHP開設・
相談受付。
・行内向けﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ研修実施。
・北海道銀行主催ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑに当行取引
先とともに参加。（15年、16年）
・当行主催ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑを富山市で開催。
・顧客・僚店貢献運動　実績
　　収集情報　66千件、ﾏｯﾁﾝｸﾞ実績25千件。

・北海道銀行取引先とのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ推進
目的に「ほくほくFGﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾀｽｸﾌｫｰｽ」
を設置。
・法人向けｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる会員制経営情報
提供ｻｰﾋﾞｽ「ほくぎんﾋﾞｼﾞﾊﾟ倶楽部」を開始。
（17年3月末会員数2,700社）
・顧客・僚店貢献運動　実績
　　収集情報　20千件、ﾏｯﾁﾝｸﾞ実績９千件。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良
債権の新規発生防止のための体制整備強化
並び 績（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした
研修の実施

①地銀協「中小企業経営
支援講座」への行員派遣
②上記講座受講者による
行内研修の実施
③地銀協通信講座「経営
支援ｽｷﾙｱｯﾌﾟｺｰｽ」等の
受講推奨

・企業再生支援実務研修
の開催(約100名受講）
・地銀協「中小企業経営支
援講座」への行員派遣
・上記講座受講者による
行内研修の実施

・同左
・地銀協研修の地区開催
への行員派遣
・外部講師による研修へ
の参加を検討

・地銀協講座へ4名派遣。
・行内研修「企業再生支援実務研修」営業店
課長ｸﾗｽ100名受講。
・行内研修「目利き&再生支援研修」　計203
名受講。
・地銀協通信講座　142名受講。

・地銀協講座へ1名派遣。
・行内研修「目利き&再生支援研修」20名受
講。
・地銀協通信講座　9名受講
・中国短期研修37名派遣・日中投資促進機
構へ人員派遣継続し、中国関連ﾋﾞｼﾞﾈｽ要員
養成強化。

（別紙様式３－２、３－３、３－４及び３－５参照）
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具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（５）「地域金融人材育成システム開発プログ
ラム」等への協力

左記に該当する人材育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ構想が起きた場
合には積極的にﾉｳﾊｳの
提供に努め、協力体制を
構築する

・本部･営業店単位で取引
先親睦会にて｢財務･経営
管理能力の向上」をﾃｰﾏ
にした講演会を定期的に
開催

・同左 ・金融ｻｰﾋﾞｽﾀｽｸﾌｫｰｽ設置し、本部渉外支援
強化。
・各種ｾﾐﾅｰ（資産運用、海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ、経営相
談、株式公開等）　計105回開催

・各種ｾﾐﾅｰ（資産運用、海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ、経営相
談等）　計12回開催

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生
の取組み。「早期事業再生ガイドライン」の趣
旨を踏まえた事業再生への早期着手

①ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生
はｽﾎﾟﾝｻｰの選定がﾎﾟｲﾝﾄ
だが、地域経済面への影
響を最小限に食い止めう
る一方法として取り組む
②私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは透
明性･公平感やﾒｲﾝ寄せな
どの課題もあり、対象先の
再生可能性を見極めて取
り組む

・ 企業再生支援対象先の
中から活用を図っていく

・ 同左 ・事業分割による支援先　3先
・企業合併による支援先　1先
・ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生法に類する再生支
援先　2先

・事業分割による支援先　1先

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生
ﾌｧﾝﾄﾞの組成の取組み

①行政との連携により、地
元地銀･企業とともに企業
再生ﾌｧﾝﾄﾞの組成につい
て検討していく
②再建ﾉｳﾊｳのある機関と
の連携による企業再生支
援に努力していく

・企業再生ﾌｧﾝﾄﾞの組成に
ついて検討
・他のﾌｧﾝﾄﾞ、再生専門機
関との連携に努力

・ 同左 ・既存再生ﾌｧﾝﾄﾞの現状視察計画。
・関係各部担当者レベルの意見交換会を実
施。

・再生ファンド運営会社との業務提携を検
討。
　（17年4月に2社と業務提携を締結）

（３）ﾃﾞｯﾄ・ｴｸｲﾃｨ・ｽﾜｯﾌﾟ、DIPﾌｧｲﾅﾝｽ等の活
用

①ﾃﾞｯﾄ･ｴｸｨﾃｨ･ｽﾜｯﾌﾟは、
地域経済への影響が大き
く、再生支援すべき中堅企
業の中から、経済合理性
のｸﾘｱを前提に取り組む
②ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽは、担保の
安全性を確保し、保証協
会や政府系金融機関も活
用し取り組む

・ 再生支援対象先の中か
ら活用を図っていく

・同左 ・DIPﾌｧｲﾅﾝｽ　2件
・DES実施先　1先

・DES実施先　1先

（４）「中小企業再生型信託ｽｷｰﾑ」等、ＲＣＣ
信託機能の活用

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰが確保されて
いるなど事業再生の見込
みが高い中小口先を中心
に取り組む

・事業相談および対象先
の選定
･企業再生支援対象先の
中から活用を図っていく

･ 企業再生支援対象先の
中から活用を図っていく

・RCCと業務包括契約締結し, 2先相談持込
（活用には至らず）

・情報交換実施

（５）産業再生機構の活用 地域への影響が大きく、
地域金融機関として再生
支援すべき中堅企業の中
から、①本業が安定･収益
力があり②債権者間調整
が困難な先から選定して
取り組む

・事前相談及び対象先の
選定
･企業再生支援対象先の
中から活用を図っていく

･企業再生支援対象先の
中から活用を図っていく

・活用実績なし ・同左
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具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（６）中小企業再生支援協議会への協力とそ
の機能の活用

事業の将来見通しが明確
な債権者間調整が困難な
企業を再生協議会へ紹
介、斡旋に務める

･ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ及び再生協議会
との協議開始
・金融機関等連絡会議へ
の参加
・再生協議会への紹介･斡
旋

・再生協議会への紹介･斡
旋
・金融機関等連絡会議へ
の参加

・紹介・斡旋実績　25先 ・紹介・斡旋実績　11先

（７）企業再生支援に関する人材（ﾀｰﾝｱﾗｳﾝ
ﾄﾞ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ）の育成を目的とした研修の実
施

①地銀協｢企業再生実務
講座」へ行員を派遣し、ｽ
ﾍﾟｼｬﾘｽﾄの養成に努める
②上記受講者による行内
研修の実施、通信講座地
銀協｢中小企業再生ｺｰｽ」
の受講を推奨する

・地銀協研修「企業再生実
務講座」へ本部担当者を
派遣し、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ･ﾉｳﾊｳ
の蓄積を図る

・左記受講者による行内
研修の実施
・地区開催の地銀協研修
や外部研修への参加を検
討する

・地銀協講座へ8名派遣。
・地銀協休日ｾﾐﾅｰ　8名受講。
・北海道銀行と共催で休日ｾﾐﾅｰ開催。札幌
地区87名受講。
・外部講師による行内研修実施。15名受講。
・地銀協通信講座　358名受講。

・地銀協講座へ1名派遣。
・地銀協休日ｾﾐﾅｰ　1名受講。
・北陸経済研究所による事業金融実践講座
15名受講
・地銀協通信講座　14名受講。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促
進等。第三者保証の利用のあり方

①ｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾟﾘｼｰとして「返
済能力のない先に対する
担保･第三者保証依存貸
出を行わない｣旨貸出金
取扱規定に明記
②包括根保証の新規取り
扱いを廃止した
③財務制限条項付き無担
保･無保証の融資商品の
発売を検討する

・ｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾟﾘｼｰ（貸出金取
扱規定）の改定
・新規包括根保証制度の
廃止
・財務制限条項付き無担
保･無保証貸出の発売

・新保証人制度の厳正運
用と実施状況のﾌｫﾛｰ
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ商品の対
象範囲拡大
・財務制限条項付融資商
品の活用とﾘﾒｰｸ

・ｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾟﾘｼｰ改定。
・新規包括根保証人取り受け廃止。
・第三者包括根保証の切替。
・福井県信用保証協会提携による「ｸｲｯｸｴｰｽ
V」発売開始。
・財務制限条項付貸出「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾌｧﾝﾄﾞ」
の取扱。

・新個人根保証制度施行に伴う保証制度体
系の変更,保証契約書の全面改定準備（平成
17年4月より実施）

（３）証券化等の取組み 将来、地域でのCLO・CDO
の取組みに備えて情報収
集や仕組みの研究に努め
る

・中部経済産業局主催の
［CLO金融機関ﾜｰｷﾝｸﾞ」
に参加し、情報収集や仕
組みの研究に努めていく

・中部CLOへの参加・融資
実行

・日本政策投資銀行および信金中央金庫と
連携し、SPC「ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ」を利用する社債
発行支援。（地元企業2件/30億円）
・中部CLO実行　19件/703百万円

・政令指定都市CLO(大阪市・兵庫県・横浜
市）実行　13件/480百万円

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企
業に対する融資ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの整備

①ｸｲｯｸｴｰｽ1000の積極推
進
②財務制限条項付き新商
品の発売
③新型TKCﾛｰﾝの開発の
検討

・財務制限条項付き無担
保･無保証商品の発売

・ｸｲｯｸｴｰｽ1000の商品内容改定し、申込条
件を緩和。
・TKC北陸会提携の「TKC経営者ﾛｰﾝ｣発売。
・財務制限条項付無担保無保証人貸出商品
「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾌｧﾝﾄﾞ」発売。

・北陸税理士会提携の「税理士会経営者ﾛｰ
ﾝ」発売。
＜17/3末取扱件数／末残実績＞
  ｸｲｯｸｴｰｽ1000　　　　　  77件/  132百万円
  ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟF「ｸﾘｴｲﾄ｣   26件/3,159百万円
  　　　同　　　　｢ﾄｩﾓﾛｰ｣ 155件/5,095百万円

（５）信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備・充実及びその
活用

①統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを中心
に、格付・自己査定及び貸
出申請ﾌﾟﾛｾｽのｼｽﾃﾑ化
②地銀共同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾚ
ﾍﾞﾙｱｯﾌﾟによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の精度の向上を図る

・地銀共同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟに向け､ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ開
始
・地銀共同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの新
財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞ開発

・自行信用格付制度の見
直し
・新地銀共同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ稼
動

・地銀協財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを搭載した格付自
己査定ｼｽﾃﾑを融資支援ｼｽﾃﾑ内で構築。
・信用ﾘｽｸ管理高度化ﾜｰｷﾝｸﾞにｺｱﾒﾝﾊﾞｰ行と
して参加。

・財務評点として地銀協財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを
搭載した格付自己査定ｼｽﾃﾑを構築し、16年
10月に稼動。
・新財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞをﾍﾞｰｽとした自行信用格付
制度と自己査定制度の改訂実施し、金利検
討表を改定。
・地銀共同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（CRITS)を17年1月より
一部運用開始。
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具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、
保証契約の内容等重要事項に関する債務者
への説明態勢の整備

①｢北陸銀行員の行動規
範」の輪読により債務者へ
の説明義務の徹底
②ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ試験
の役席者･事務係長への
受験推奨

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ行内
試験の実施(15/6)
・「北陸銀行員の行動規
範」の輪読継続
・「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸｼｰﾄ」に
よる自己点検の実施

・同左 ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ行内試験実施
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾏﾆｭｱﾙ「北陸銀行員の行動規
範」の朝礼時の輪読実施継続
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｼｰﾄによる一斉自己点検継続実
施
・保証・担保提供意思確認の監査部検査を徹
底

・延滞先・危殆先等の債務者・保証人に対す
る預金拘束の取扱についてﾙｰﾙ変更・明確
化により説明態勢を整備・徹底
・行内向け「顧客説明態勢ﾏﾆｭｱﾙ」発刊準
備。（17年5月発行予定）

（３）相談・苦情処理体制の強化 ①実例を中心とした要因
分析、対応策を検討し、営
業店への指導に役立てい
る
②｢地域金融円滑化会議」
への出席、各県銀行協会
との情報交換

・苦情事例集の発刊
・各種研修での講義
・法務事例解説「法務ﾍﾟｰ
ｼﾞ｣の発刊
・行内情報誌「ほくぎん
ｼﾞｬｰﾅﾙ」での苦情･ﾄﾗﾌﾞﾙ
事例の解説
・地域金融円滑化会議へ
の出席
・各県銀行協会との情報
交換

・同左 ・苦情・ﾄﾗﾌﾞﾙ事例集発刊（計5回）
・行内研修で講義実施（14回）
・行内向け法務事例解説「法務ﾍﾟｰｼﾞ」計10回
発行。
・犯罪・ﾄﾗﾌﾞﾙ等の注意喚起、対応策徹底文
書配布・情宣（37回）
・振り込め詐欺や架空請求等の被害を、113
件　1億2,856万円防止（17年3月までの累計）
・地域金融円滑化会議への出席（計8回）

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾏﾆｭｱﾙの改訂。
・苦情･ﾄﾗﾌﾞﾙ事例集発刊（1回）
・行内研修で講義実施（6回）
・「法務ﾍﾟｰｼﾞ」発行(2回）
・注意喚起・対応策徹底文書配布・情宣（9
回）
・地域向け防犯セミナーを開催（2回）
・地域金融円滑化会議への出席（2回）

６．進捗状況の公表 ①計画の要約公表H15/9
②進捗状況公表
H15/11以降、決算発表時

･決算発表時に公表 ･決算発表時に公表 ・第1回　H15/11
・第2回　H16/ 5

・第3回　H16/11

7 （北陸銀行）



具体的な取組み 備　　　考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

【以下任意】

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用ﾘｽｸ管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ①決算書取り受け時に信
用格付けと同時に自己査
定を実施する体制の整備
②ｼｽﾃﾑの高度化による
信用度の変化に伴う随時
査定更改制度の整備

･信用格付けの見直し ・自己査定基準及び関連
事務手続きの改定
・格付･自己査定一体化作
業の試行開始

・小口先に対する信用判定制度を改定。
・自己査定基準および関連事務手続きの改
定。
・各種ﾃﾞｰﾀ移行とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾃｽﾄの実施。

・H16/10より融資支援ｼｽﾃﾑ運用開始。
・監査ﾏﾆｭｱﾙ改定。
・信用格付Q&A発刊。
・信用変化先に対するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施、営業店
によるﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰ実施。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績か
らみた評価精度に係る厳正な検証

①本部評価員による営業
店支援
②担保不動産明細のﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ化
③現場確認と現地調査の
定期的実施

・｢担保不動産評価ﾏﾆｭｱ
ﾙ」の改正
・評価額と処分実績の検
証と評価方法へのﾌｨｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸ

・評価額と処分実績の検
証と評価方法へのﾌｨｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸ

・営業店ｻﾎﾟｰﾄ用の評価支援人員を増員し,
担保不動産明細のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化を推進。
・固定資産税評価・鑑定評価について公示価
格の平均変動率を使用した本部一括での時
点修正を継続実施。
・前回現地調査以降3年経過の要注意先以
下の担保物件再調査開始。
・鑑定評価ﾁｪｯｸｼｰﾄを制定し、本格的な検証
作業実施。
・自己査定基準における自行評価物件の担
保掛目を引き下げ。

・担保不動産運用ﾏﾆｭｱﾙの改定。
　(収益還元法の評価方法確立、土壌汚染の
評価方法取り入れ、特殊物件の評価方法を
例示）

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀの蓄積、債務者区分と整合
的な内部格付制度の構築、金利設定のため
の内部基準の整備等

①ｼｽﾃﾑの高度化による
随時格付けの実施を予定
②金利設定のための内部
基準の見直し

・金利設定のための内部
基準の見直し

・融資支援ｼｽﾃﾑ稼動予定 ・ﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞﾛｼﾞｯｸへの資本ｺｽﾄ導入につき、事
業部別の経済資本割当および個社別の資本
ｺｽﾄ配賦を実施。
・「金利適正化の手引き」を行内向けに発刊、
金利基準を周知徹底。
・格付自己査定ｼｽﾃﾑのｼｽﾃﾑ化に伴う新基
準制定。

・H16/10　融資支援ｼｽﾃﾑ全店一斉稼動。
・新格付制度導入に伴い貸出金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
を改定。
・与信集中ﾘｽｸ管理強化のため貸出金利ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝに資本ｺｽﾄ概念を導入。

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ①地域貢献に関する情報
開示項目の見直し
②開示媒体の拡大や開示
方法の工夫

・情報開示項目の選定
・地域貢献に関する情報
開示およびその充実に向
けた取組み

・地域貢献に関する情報
開示およびその充実に向
けた取組み

・地域貢献に関する情報開示の実施。 ・H16/12 ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌　H16/6比7,200
部増刷し、35,200部発刊。定量的項目の情報
開示用の別冊を作成し、HPでも公開。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

３．その他関連の取組み

１５年４月～１７年３月
・H15/5の経営統合発表後、財務・法務ﾃﾞｭｰ
ﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ実施を経て統合比率を算定。
・統合準備委員会（計5回）でｸﾞﾙｰﾌﾟ経営体制
ほか統合に向けた重要事項を討議・合意。
・両行取締役会決議、株主総会決議を経て
H16/9株式交換、商号変更によりほくほくFG
発足。

・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営にかかる諸規定、自己査定等基
準、償却・引当基準等の統一。
・H16/11 経営健全化計画公表。
・H17/3 北見支店を北海道銀行へ営業譲
渡。
・網走支店の北海道銀行への営業譲渡に向
けた準備、および北海道銀行大阪支店の営
業譲受への準備。

・平成16年9月中に持株会社方式で経営統合を行う
・「工程表」を策定し、諸事項を実行。統合前に実施できる事項は逐次検討・実施
していく
・H15/6月、統合準備委員会および３つのWG（企画、業務、事務・総務）を設置
し、準備を進める

進捗状況
項　　　　　目 具体的な取組み

１６年１０月～１７年３月
Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向
上等に向けた取組み
「北海道銀行との経営統合」

8 （北陸銀行）
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Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組 

２．取引先企業に対する経営相談･支援機能の強化 

(３)要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表 

具体的な取組み 

1.企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽの企業再生ﾉｳﾊｳを営業店へ還元し、当行の再生支援

機能の強化を図っていく。 

2.企業再生ﾏﾆｭｱﾙの充実（現在発刊済の「企業再生支援ﾏﾆｭｱﾙ」の更なる

内容の充実を進めていく） 

１５年度 

・5～9月 支店長、支店長補佐ｸﾗｽを対象に｢企業再生支援 

研修｣を実施 

・6月  ｢要注意先の企業再生支援ﾏﾆｭｱﾙ｣発刊 

・企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽによる事業再生支援活動 

・企業再生ﾉｳﾊｳの営業店への還元(研修・ﾏﾆｭｱﾙ等により) 
スケジュール 

１６年度 
 

備考(計画の詳細) 

1. 企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽ活動の進捗状況を半期ごとにﾁｪｯｸし、必要に応じて

対策の見直しを図る。 

2. ﾏﾆｭｱﾙの活用促進(行内研修などで情宣) 

3. 外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄなど各種専門家の利用促進 

4. 融資関連部会で上記進捗状況をﾌｫﾛｰﾁｪｯｸ 

進捗状況  

(1)経営改善支援に関する 

体制整備の状況 

（経営改善支援の担当部署を含む） 

15 年 4 月～17 年 3 月 

・企業の経営改善を目的とする横断的組織として｢企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽ｣を

設置し、本部の企業支援担当ｾｸｼｮﾝと支援企業への出向者が一体とな

り、お取引先毎に経営改善を支援する態勢を強化(15 年 4 月)。 

・支店長補佐を対象に「企業再生支援研修」を実施し、延べ 100 名 の

参加（15 年度）。引続き中堅行員を対象に「目利き＆再生支援研修」

を開催し、延べ 132 名の参加（16 年度）。 

・また、｢要注意先の企業再生支援ﾏﾆｭｱﾙ｣の活用により経営改善支援ﾉｳ

ﾊｳの営業店還元を実施（15 年 6月）。 

・「企業支援ﾀｽｸﾌｫｰｽ」に支店の再生担当者を加え、62 名から 131 名に

拡充した（16 年 1月）。 

・企業に一定期間出向き、集中的に再建計画策定支援を行う専担部署と

して融資第二部内に「企業支援機動ﾁｰﾑ」を発足(16 年 1 月)。 

・再生支援業務に関し、専門家の指導、ﾁｪｯｸを得るために、ﾄｰﾏﾂﾀｰﾝｱﾗ

ｳﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱と顧問契約を締結（16 年 1月）。 

・支店長・副支店長を対象に「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ対応研修(事業金融強

化)」を実施(15 年 10 月、11 月、16 年 1月)。 

・ 本部内に「不動産活性化ﾀｽｸﾌｫｰｽ」を設置し、取引先が行う不動産売

却に対する支援活動を強化（16 年 7月）。 

 16 年 10 月～17 年 3 月 
・再生ﾌｧﾝﾄﾞ運営会社と提携準備を行った（17 年 4月に 2社と締結）。 

・業種別審査体制の拡充準備を行った。 

(2）経営改善支援の取組み 

状況(注) 

15 年 4 月～17 年 3 月 

・専門分野にはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを活用し、お取引先の社内会議にも積極的に参

画し、経営改善計画の策定支援や進捗ﾌｫﾛｰに努めた。 
・企業の経営改善は一朝一夕に進むものではなく、全社一丸となった継

続的な取り組みが求められる。そのためには、経営者の意識転換が大

きなﾎﾟｲﾝﾄであり、課題でもある。また、昨今の厳しい経済情勢から、

減収がﾘｽﾄﾗ効果を打ち消してしまう例が見受けられ、売上確保・増強

など販売面に対するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ強化も重要になってきている。 
・温泉旅館の経営分析に際し、ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄの利用を始め、分析結果を取引

先へ還元開始（16 年 1月）。 

 

 16 年 10 月～17 年 3 月 
・従来にも増して取引先への訪問頻度を上げ、経営相談、改善（再建）

計画策定支援、経営報告会への出席に努めている。 

 



（別紙様式３－３）

銀行名 　㈱北陸銀行
【１５年４月～１７年３月】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 3,200 198 51 82

うち要管理先 148 33 7 14

破綻懸念先 359 43 10 24

実質破綻先 490 1 0 1

破綻先 500 3 1 2

合　計 32,588 334 69 152

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

27,891 56 29
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（別紙様式３－４）

銀行名 　㈱北陸銀行
【１６年度（１６年４月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 2,733 195 29 125

うち要管理先 158 35 0 28

破綻懸念先 454 53 3 40

実質破綻先 470 3 0 2

破綻先 393 3 0 3

合　計 31,684 344 32 244

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

27,476 55 46
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（別紙様式３－５）

銀行名 　㈱北陸銀行
【１６年度下期（１６年１０月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 2,773 160 13 127

うち要管理先 233 44 0 38

破綻懸念先 478 52 0 44

実質破綻先 424 3 0 3

破綻先 348 7 0 7

合　計 31,479 335 13 281

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

27,223 69 62

12




